
経済論叢別冊 調査と研究 (京都大学)第7号,1994年10月

日本企業の内部における技能形成と

インセンティブ ･システム*
- Ⅹ社の人的資源管理の事例研究を通して-

局 敬

Ⅰ 序 論

この論文は,日本の企業が発展させてきた人

的資源管理において,従業員の技能形成のため

のシステムと従業員に対するインセンティブの

システムとが,どのように組み合わせられてい

るかを研究しようとするものである｡ 日本の企

業の人的資源管理を,このような角度から分析

しようとする研究は,まだ歴史が新しく,近年

の青木の研究 Aoki(1988)によって基礎が

置かれた とみなす ことがで きる｡ その後,

Koike (1991b),伊藤 (1992), お よび浅沼

(1994)が,それぞれ,実証面あるいは理論面

で研究を進めたが,まだ十分には解明されてい

ない問題が多 く残っている｡この論文の目的は,

ある日本企業を対象として私が行った実証研究

の結果を通して,上に挙げた諸研究ではまだ明

瞭になっていなかったいくつかの事項を明らか

にすることである｡

この序論の第 1節では,日本の企業の人的資

源管理を上記のような角度から研究する研究の

これまでの進展を略述し,それとの関連で,こ

の論文が,どのような課題に取 り組むかを述べ

る｡ 次に,第2節で,私が行った実証研究の対

象と方法を述べ,この論文の構成を述べる｡

1.1 従来の研究とこの論文の課題

従来,終身雇用と年功序列システムが日本の

雇用慣行の主要な特徴であると広 く考えられて

きた｡日本の雇用慣行の中に,この二つの用語

が当てはまるように見える側面が存在 してきた

ことは事実であるが,日本の雇用慣行の主要な

特徴がこの二つであるという把握の仕方には,

次の二つの問題がある｡

第 1に,日本の雇用慣行を上記のように特徴

づける場合,それはまったく日本の特殊な慣行

で,アメリカやヨーロッパでは,それとは極度

に異なる雇用慣行が主流であるという考えが

伴っているのが普通である｡ これによって,日

本とアメリカやヨーロッパとの間にある共通点

が見落とされ,相違点が誇張してとらえられる

傾向が出てくるという問題がある｡

第2に, ドリンジャーとピオーリ Doeringer

andPiore(1971)が実証研究を通 じて発見 し,

｢内部労働市場｣という概念を導入することに

よって強調したように,実際には,アメリカの

製造業にも,かなりの分野で,長期的雇用と内

部昇進制という慣行がみられる｡ この事実認識

を踏まえると,日米比較は,次のような順序を

踏んで進めるべきだという考えが出てくるはず

である｡ それは,第 1に,日本でもアメリカで

も共通して長期的雇用と内部昇進制が兄いださ

れるという現象の基礎にある本質的な経済的要

因は何であるかを解明し,第2に,その本質的

な経済的要因の作用の仕方の上で,日本とアメ

リカの間には,どのような違いがあるか,また

それはなぜかを調べるという順序である｡ とこ

ろが,終身雇用と年功序列システムが日本の雇

用慣行の主要な特徴であるという認識から出発

すると:いま述べたような順序を踏まないで,
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それらの特徴を直接に日本の文化的特徴から説

明しようとする傾向が出てくる｡ これが,第2

の問題である｡

いま述べた順序を踏んだ上で日米比較を展開

するというタイプの研究を開拓したのは,小池

(1977)である｡ 彼は,第 1に,日本でもアメ

リカでも共通 して,いくつかの分野で長期的雇

用と内部昇進制が存続しているのは,それらの

分野ではO∫T(on-the-jobtraining)による

従業員の技能形成が企業発展において不可欠で

あるという理由に基づくという主張を展開し,

第2に,OJTにより形成される技能を日米で

比較してみると,日本のブルーカラー労働者の

ほうが,アメリカのブルーカラー労働者よりも,

平均的にいって,変化と異常に対応する能力が

大きくなるという点に,日本とアメリカの間の

注目すべき違いがあり,それは,個々の従業員

が採用後に企業の中で辿って行 くキャリアの̀設

定の仕方の違いに基づくという主張を展開した｡

前に触れた ドリンジャーとピオーリも,｢内

部労働市場｣を成立させる要因の中の一つとし

てOJTをあげていたが,個々の従業員に対す

るOJTが,長い期間をとって観察したときに,

どのようなプロセスを踏んで累積的に実施され

て行 くかを,｢キャリア｣という形ではじめて

正面から取 り上げた点に,小池の重要な貢献が

ある｡

職場の中には,技能形成の上で互いに関連性

を持ついくつかの持ち場がある｡ 個々の従業員

は,新たに採用されたとき,その中で,もっと

も容易な持ち場にまず配置され,その持ち場の

仕事を習うことから技能形成を始める｡ その持

ち場の仕事の習得が終了すると,次の持ち場に

移され,そこでの仕事を習得する｡ このように,

個々の従業員が次々とつけられて行き,そこで

の仕事を習得することを通じて技能を発展させ

て行く互いに関連性を持つ持ち場の連鎖を,小

池は ｢キャリア｣と名づけた｡

キャリアが典型的にどのように構成されてい

るかは,実証的に調べることができる｡ 小池は,

日本のブルーカラー労働者の方が,アメリカの

ブルーカラー労働者よりも,平均的にいって,

広い範囲の持ち場を経験するようにキャリアが

構成されているという観察から,形成される技

能に関する前記の結論を導いた｡この結論は,

キャリアの概念と並んで,小池のもう一つの独

創である技能のとらえ方に支えられている｡ す

なわち,小池は,職場で必要となる作業を,

｢まったくの繰 り返し作業｣と ｢変化 と異常へ

の対応｣の二つに分け,生産労働者が,前者に

関する能力に加えて後者に関する能力も獲得す

ることが,現代の製造業に従事する大企業が高

い生産性を発揮するための重要な条件になって

いると主張する｡ そして,広い範囲の持ち場を

経験することによって,機械の構造や生産の仕

組みをよりよく理解できるようになり,変化と

異常に対応する能力が増すと考えるのである｡

(この能力のことを,小池は後に出版 した著作

(1991a)では,｢知的熟練｣と読んでいる｡)

小池は,前に述べたような持ち場の連鎖のこ

とをキャリアとよんだのであるが,日本の企業

では,個々の従業員は,採用された後,時間が

経過するとともに,一方では,いろいろな持ち

場を次々と経験 して行き,他方では,,企業の

中に設けられているランクの階梯に沿って,吹

第に上の地位 に上昇 して行 く｡ 青木 Aoki

(1988)は,一方では,小池の熟練概念を高 く

評価 し,それを ｢文脈的技能｣と命名し直した

上で継承 したが,他方で,小池 (1977)が注目

していなかったランクの階梯に沿っての昇進の

システムにも大きな関心を寄せた｡この昇進の

システムを観察すると,日本では,アメリカの

労働組合が組織されている分野とは異なり,ブ

ルーカラー従業員に対 しても査定が行われ,査

定の結果として,同じ時期に同じ学歴で採用さ

れた従業員のグループ (すなわち同一のコー

ホー ト)の内部でも,昇進の速度が次第に分化

して行 く｡言い換えると,同一のコーホー トに

属するブルーカラー従業員の間に昇進速度をめ

ぐる長期的競争が行われるような機構が存在す

る｡ 青木は,この機構が,日本の企業にとって,

個々の従業員が文脈的技能を獲得するよう長期
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にわたって努力し続けることを促す重要なイン

センティブ ･システムになっていると主張した｡

現実の日本の企業の中では,個々の従業員は,

時間が経過するにつれ,一方では,小池が注目

した持ち場の連鎖 という意味でのキャリアに

沿って移動させられることを通じて技能を獲得

していき,他方では,青木が注目したランクの

階梯に沿って昇進させられて行っているはずだ

が,企業の人的資源管理の中で,この2種類の

移動は,どのように関連づけられ,どのように

統合的に管理されているのであろうか｡浅沼

(1994)は,この問題に取 り組んだ｡彼は,理

論的には,企業の中で個々の従業員がある時点

で占めるポジション (地位)を,｢職能的割当｣
と ｢ランク｣という1対の座標で表し,その時

間的軌跡によって従業員の経歴を表すという方

法的枠組を導入 した｡ (職能的割当とは,ある

期間の間,所与の従業員に対 して義務として割

り当てられている任務の集合のことで,浅沼は

この概念を導入することによって,小池が導入

した意味でのキャリアの概念を誤解の余地が少

なく,いっそう精密な分析を可能ならしめるも

のに仕上げようとしている｡)また彼は,実証

的には,この枠組を使って自動車メーカーの人

的資源管理の日米比較を行うことにより,小池

や青木の業績を補完するいくつかの興味深い事

実発見を行った｡

この論文では,理論的にはいま述べた浅沼の

方法的枠組を応用し,浅沼が研究したのとは別

の業種に属する別の企業を対象として行った実

証研究の結果を提示する｡ その当初の狙いは,

大きく分けて二つあった｡第 1は,浅沼が示 し

た実証的な結果が,どの程度の一般性を持つか

を吟味すること｡ もう一つは,データ不足のた

め浅沼が行えなかった特定のコーホー トに属す

る従業員全体のキャリアに関する時系列分析を

行って,聞き取 り調査によってえられる結果を

補完することである｡ そのそれぞれの成果を第

1章以下で示すが,実証研究の副産物として,

小池の技能概念を,もう一段精密化する方が,

調査結果との適合性が大きくなると考えるにい
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たったので,この新しい理論的主張も述べるこ

とにしたい｡

1.2 この論文の方法と構成

私が実証研究の対象としたのは,日本の非鉄

金属製造業に属する大企業- Ⅹ社である｡ 歴

史的にみると,Ⅹ杜は,電線の製造から出発 し,

それに関連する技術を基盤として,電力 ･通信

ケーブル,粉末冶金,光ファイバー,光通信用

部品,半導体,制御システム,ゴム ･プラス

チック製品,自動車用ブレーキなど,多 くの事

業に多角化してきた｡従って,全国数カ所に製

作所を持ち,また数十の事業部を持っている｡

そのため,一つの製作所の中にも,いくつもの,

別々の事業部に属する工場があり,各工場の中

にも,様々なタイプの職場がある｡

私は,Ⅹ社の中にあるこれら多数の事業の中

でブレーキ製造事業を選び,Y製作所の中にあ

るブレーキ工場において,そこで働 くブルーカ

ラー従業員およびブルーカラー従業員出身の現

場管理者が,どのような仕方で次々と互いに関

連性を持つ職能的割当を経験し,技能を深めて

行 くかを調べ,同時に,それが,どのように,

ランクの階梯にそっての昇進と関連づけられて

管理されているかを調べた｡他方,従業員の昇

進管理は,当然,本社人事部が設定する統一的

な方針の下で行われているから,本社人事部に

おいても聞き取 り調査を行ったし,また,本社

人事部と上記のブレーキ工場の間で重要な役割

を果たしているY製作所の人事課でも,詳しい

調査を行った｡ この聞き取 り調査は,1993年

8月から11月にかけて9回訪問して実施した｡

また,Ⅹ社の社内文書も,可能な限り,読ませ

てもらった｡さらに,Ⅹ社に1966年 4月に入社

し,Y製作所で27年間働いてきた23名のコー

ホー トの,1966年4月から1993年 3月までの人

事資料に基づ く時系列分析も行った｡

この論文の構成は次の通 りである｡ 第 1節で

は,職能的割当とランクの階梯という二つの成

分から構成されているⅩ社のブルーカラー従業

員の格付けと配置の構造を示し,この構造に基
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づく査定と昇進昇格の仕組みを述べる｡ 第2節

では,技能形成の角度から,Ⅹ社のブレーキ生

産現場と保全部門を調査 した結果を述べ,従業

員の技能形成のプロセスが,基本的技能を獲得

させる段階,統合的技能を獲得させる段階,級

織的技能を獲得させる段階という順序で進むと

いう一般化を引き出す｡第3節では,Ⅹ社の特

定のコーホー トに属する全従業員のキャリアに

関して,時系列分析を行い,また,従業員の昇

進昇格速度と職能的割当の移動の関係を調べる｡

最後に,この研究が従来の研究に対 して,新た

に付け加えた点をまとめて,論文を締めくくる｡

ⅠⅠ 従業員の格付けと配置の基本構造

製造業を営む企業の従業員は,一般的にホワ

イトカラーとブルーカラーに分けられる｡ Ⅹ社

の場合,ホワイトカラーに属するのは管理職,

専門職,及び一般職 (短大卒の女性が多い)の

従業員であり,ブルーカラーに属するのは技術

職の従業員である｡ 本社人事部が直接に管理し

ているのは主に全社のホワイトカラーのうち,

管理職,及び専門職である｡ ブルーカラーとし

ての技術職の従業員を管理する仕事は各製作所

の人事課が担当している｡

しかし,本社人事部は次の3つの役割を果た

している｡①全社 レベルでのブルーカラーの従

業員の需要を予測し,採用計画を設定する｡ ②

ブルーカラー従業員の技能形成,昇進昇格,袷

与及び定年等に関する方針の意思決定を行う｡

③各製作所が立案したブルーカラーに対する昇

進昇格の実行案を吟味,調整する｡

2.1 職能的割当とランクの階梯による

従業員配置の構造

まず,Ⅹ社のブルーカラーの昇進昇格システ

ムを説明する為,次のいくつかの概念を説明す

る｡

① 職能的割当と任務 (task):浅沼 (1994)

は,職務という言葉が両義的であるという理

由で,職能的割当という言葉を導入し,特定

の被雇用者が必要が生じるにつれ雇用者側か

らの指示により,- また部分的に自分の判

断に基づき- 遂行することに,予め同意 し

ている諸任務の集合であると定義 した1)｡

(参 ランクの階梯 :浅沼 (1994)は青木の ｢ラ

ンク ･ヒエラルキー (rankinghierarchy)｣
(Aoki(1988))という概念を対応 して, 日

本企業の中に作 り出されている従業員の格付

けの為の階梯をランクの階梯と呼んでいた2)｡

私はこの職能的割当,及びランクの階梯とい

う概念をⅩ社のブルーカラーの技能形成に結

び付けるため,次のように規定して引用する

ことにした ｡

まず,職能的割当という言葉はⅩ社の社内用

語に当てはまると,次の対応関係がある｡ Ⅹ社

の社内文書によばれている ｢職務名｣という言

葉はある職場を構成する全ての任務の集合を表

す｡例えば,ブレーキ組立 ラインでの ｢組立

職｣が組立ラインに含まれている全ての任務の

集合を表 している｡ しかし,本論文に引用され

た職能的割当は企業と従業員の双方が,予め,

何らかの契約で同意している諸任務の集合とい

うことである｡ したがって,職能的割当という

言葉はⅩ社の社内文書に呼ばれている ｢職務等

級｣に対応する各々の ｢職務｣である3)｡

次に, ランクの階梯 という言葉を,Ⅹ社の

｢職分｣,及び ｢職級｣という社内用語を引用 し

て,もっと細分化する｡ これは,Ⅹ社の場合で

は,ランクの階梯に対 して,二重の構造を持つ

ためである｡ つまり,このランクの階梯の中で

は,技能レベルによって,職場で,指導職,監

督職,統括職--という位置づけを職分とよば

れ,予め決められたある職能的割当に要求され

る技能基準に関する等級を職級とよばれている｡

本論文では,職分によって設けられたランクは

職分ランクとし,職級によって設けられている

ランクは職級ランクとよぶことにする｡ こうし

て,ランクの階梯はこのような職分ランクと職

級ランクによっての二重構造をもっことをはっ

1) 詳 しくは浅沼 (1994)を参照｡

2) Aoki(1988)Chapter3及び浅沼 (1994)を参照｡

3) 付録資料 2を参照｡
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きりさせたい｡

従って,ある従業員の職場でのポジションは

職能的割当と職級ランクという1対の座標で表

すことができる｡

③ 昇進と昇格 :職分ランクに沿って,高い位

置に上昇することを昇進4)とし,職級ランク

に沿って,高い等級に上昇することを昇格と

定義する｡

もっと具体的に述べれば,図 1に示 している

ように,Ⅹ社ではブルーカラーに対 して,職分

と職級の二つのランクによって,二重的なラン

クの階梯を構成 している｡ この中に,まず,職

分のランクは7つである｡最下層の技術職から,

順に指導職,監督職,統括職,管理職補,主査,

主席にいたるまで上っていく｡ 更に,職級のラ

ンクは11である｡ 1級から,4級のBまでは技

術職に属し, 5級は指導職, 6級Aと6級Bは

監督職,7級A, 7級B,は統括職,7級Cは

管理職補にそれぞれ属 している｡

さらに,後の2.3.1節に出てくる表一に示 し

たように,Ⅹ社では,職級ランクがもっと細分

化されている｡

一方,Ⅹ社には,図 1の右半分に書かれてい

る組織構造に対応 して,製作所,工場,掛,班,

職場のそれぞれの中に,職能的割当があり,一

つの職場の中にも複数の職能的割当がある｡ 例

えば,Ⅹ社のブレーキ工場の組立ラインには,

多数の任務があるが,この任務の全体をいくつ

かのグループに分け,個々の従業員が当面それ

に専念すべきものとして割 り当てる｡ これが,

職能的割当である｡ さらに,従業員の技能レベ

ルが高くなれば,それに応 じて,より多 くの任

務が含まれている職能的割当を委ねる｡

例えば,製作所 1の工場の中にある掛に属す

る班の班長は一つの職能的割当であり,班内の

従業員を指導,指揮する任務がその中に含まれ

4) 昇進とは,Ⅹ杜では,二つの意味が含まれている｡一

つは役職のランクに沿って (つまり,一般従業員から,

班長,掛主任,工場長と並んでいる段階を)上がること,

もう一つは職分のランクに沿って上がることである｡こ

の論文では,特に断っていない場合は後者の意味を示 し

ている｡
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図1 Ⅹ社ブルーカラー従業員の職能的割当とランクの階梯

ランクの階梯

職級 職分

職
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る｡ これに対 して,職分のほうは,班長になる

資格を表す｡すなわち,班長という職能的割当

が付けられるためには,少なくとも指導職の職

分に昇進していなければならない｡しかし,班

長の中には,指導職の班長もいるし,監督職の

班長もいる｡ 他方,指導職になっても,必ず班

長になるとは限らない｡職級のほうは,この班

長が現在持つと認定されている技能のレベルを

反映している｡ 即ち, 5級-Ⅲの班長は6級B

-Ⅲの班長と比べれば,後者の方が身につけた

技能が高いと認定されているわけである｡

企業の全体的な構造からみれば,最下層の現

場での職能的割当の数は最も多く,それに応 じ

る責任と権限が最も小さいと考えられる｡ 班長

のレベル,掛主任のレベルというように上に上

がれば上がるほど,そのレベルにある職能的割

当の数は逓減するが,職能的割当に対応する責

任と権限の大きさは逓増 し,職能的割当に含ま

れた任務を遂行するに必要とされる技能は高く

なる｡もし,最下層の全ての職能的割当の集合

を一つの平面で表し,また,ランクの階梯 (職

能的割当に含まれた任務を遂行するに必要とさ

れる技能の高さ)を,これと直交するもう一つ

の次元で表せば,企業全体の中にあるポジショ

ンの集合は,一つの3次元空間における立体型

として示すことができよう｡

2.2 従業員に対する査定の政策と慣行

Ⅹ社では,個々の従業員に対する査定が重要

な意思決定である｡ しかし,その査定に関する

全ての政策が明文で制定されているわけではな

い｡暗黙的な慣行の部分が少なくない｡政策と

して明確に定められた部分は ｢人事考課｣とい

う標題の社内書類に書かれている｡ その内容は

次の通 りである｡｢社員の人事考課は6月,12

月の年 2回,人事課長と協同してその上長に

よって行われる｣(社内文書)｡考課要素は業績,

能力,協調性,責任感,と勤続期間である｡ 査

定の結果は昇給,年間一時金,昇進昇格等に利

用される｡ 一般的慣行として,指導職に到達す

る前のブルーカラー従業員に対 しては,掛主任

第 7号 (1994.10)

が査定を行い,指導職以上のブルーカラー従業

員に対 しては,工場長が査定を行う｡ 上記の査

定要素の中で,最も重要な要素は,従業員の仕

事に対する姿勢と態度であり,他の従業員との

協力精神も重要な要素である｡ 技能は査定の重

要な要素であるが,姿勢と態度,協力精神ほど

重要視されていない｡例えば,技能がいくら高

くても,もし,自分の仕事に対するその従業員

の姿勢が他の従業員に悪い影響を与えれるよう

なものであれば,良い査定が得られない｡逆に,

技能を身につける速度はそれほど速 くなくても,

他の従業員との協力精神をもち,真剣な態度で

仕事していると認定されれば,前の例の従業員

より良い査定が得られる｡ これには恐らく次の

ような理由に基づく｡第一に,長期的に見ると,

仕事に対する姿勢 こそが従業員の技能形成に

とって,必要な条件になる｡ この点は従業員の

技能形成の特徴に関わっているから,後で詳し

く論じる｡ 第二に,単に個々の従業員の個人的

な技能よりも,現場全体の技能を高めることを

めざすほうが,より有効に現場全体の生産性が

高められるため,現場全体の協力が非常に重要

となる｡

Ⅹ社では,以上に述べたランクの階梯の上で

見て,職級の4級B以下 (技術職)のブルーカ

ラーに対 して,職能的割当ごとに,その職能的

割当に含まれる諸任務と何段階かに分けた技能

水準の達成度とが明確に規定され,｢職務明細

書｣ と ｢技能練度明細書｣5)に書かれている｡

しか し,職級の 5級以上 (つまり,指導職以

上)はこういった書類は設けられていない｡し

たがって,職級4級B以下の従業員に対 しては,

これらの書類を一つの基準として査定を行うが,

指導職になってから以降は,主として相対的な

業績評価体系によって査定が行われる｡

ここで,職務明細書と技能練度明細書につい

て説明を加えよう｡ ブルーカラー工場の中の組

立ラインを例に取ると,このラインで作業して

いる全ての従業員はこの会社では,｢ブレーキ

5) 付録資料:1),(2)を参照｡
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組立職｣という ｢職務｣に付けられているもの

とされている｡ しか し,｢ブレーキ組立職｣の

中にも,次の4種類が区別される｡ 職級 2の従

業員に対応するのは ｢ブレーキ組立職(A)｣,職

級 3の従業員に対応するのは ｢ブレーキ組立職

(B)｣,職級 4Aの従業員 に対応す るのは ｢ブ

レーキ組立職(C)｣,職級 4Bの従業員に対応す

るのは ｢ブレーキ組立職(D)｣である｡

職務明細書は,特定の掛の特定のラインごと

に,上記 4種類のブレーキ組立のそれぞれにつ

いて設定され,これに就けられた従業員が遂行

すべき任務を規定 している｡ (したがって,例

えば,｢ブレーキ組立職(A)｣が一つの職能的割

当だとみなせる｡)同 じ ｢ブレーキ組立職｣の

中でも,職級が高 くなると,職能的割当に含ま

れる任務が多 くなる｡ また,その職能的割当を

遂行するのに,必要 とされる ｢知識｣,｢習熟｣,

｢判断｣,｢心的緊張｣,｢業務責任｣,｢指導責任｣

など9個の要素ごとに,必要度の大きさが点数

で表されていて,その合計点により,同じ職場

の他の職能的割当や他の職場の職能的割当との

間で,数値的な比較ができる｡

技能練度明細書のほ うは,上記 4種類のブ

レーキ組立職のそれぞれについて,要求される

主な任務に関する技能の到達度をⅠ,Ⅰ,Ⅲ,

Ⅳ,Vというように段階を分けて設定 し,各段

階に到達 したと判定される場合に満たしていな

ければならない基準を示 したものである｡ 職能

的割当の責任 と権限の範囲を示している｡ 後者

はその職能的割当に含まれた全ての任務に要求

される技能に関する基準を示 している｡

従業員の4級Bまで (指導職に昇進する前)

の査定は,この2つの明細書に規定された基準

に基づいて行われる｡ 半年ごとの査定によって,

従業員は職級 ランクに沿 って昇格 していく｡ 職

級が高 くなればなるほど,その職級につ くため

に必要とされる技能が難 しくなる｡ それに従っ

て,従業員の昇格スピー ドもだんだん違ってい

く｡

一般的に, 3級-Ⅳまでは誰でも明細書に書

かれた要求に達することができるので,例外的
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なことを除き,誰でもこの職級までは昇格する

ことができる｡ また,同時期にこの職場につけ

られた新規採用の従業員は,ほぼ同時にこの職

級に到達するのが普通である｡ さらに,この職

級までは,従業員に対する査定は,殆ど絶対的

な基準に基づいて行われる｡

しか し, 3級-Ⅳを越えると,仕事に関する

要求は一段 と厳 しくなり,従業員の昇格スピー

ドの分化がはじめて出てくる｡さらに,4級B

-Ⅱに昇格すると,次のステップで指導職に昇

進する可能性が得 られるわけである｡

指導職になると,自分についている後輩を指

導する技能,及びそれからの監督能力,統括能

力が身につけなければ,それより上の職分に昇

進することができないが,この能力は誰でも同

じ速さで身につけることができるわけではない

ので,昇格スピー ドの分化程度 も著 しくなる｡

さらに, このような昇格昇進の仕組みにとも

なって,従業員に対する査定 も絶対基準で評価

するのは難 しくなる｡ 後でまた詳 しく述べるよ

うに,機械を操作する技能は,新規採用され,

ある職場に配置されてから,しばらくの間に,

ほとんどの従業員が身につけることができるし,

管理者にとっても個々の従業員の到達度を観察

することは容易であるが,機械の異常に対する

処理技能は,誰でも同じように,身につけるこ

とができるとは限らないし,管理者にとっても

絶対基準に基づいて観察することは容易ではな

くなる｡ したがって,個々の従業員が職級ラン

クを昇格 していくにしたがい,相対的な基準に

よる評価システムに置き換えられてい く｡ 相対

的な評価体系は主に同学歴,同期入社の従業員

の間で業績を比較,評価するものである｡

2.3 昇進昇格のプロセス

個々の従業員を査定するとき,ただその従業

員が属 している工場 (掛)の工場長 (掛主任)

のみならず,その工場長 (掛主任)の指揮下に

おいて,その従業員が所属 している職場を管理

している管理者の判断も重要である｡ 他面,製

作所の人事担当を通 じて,各職場の昇進 (昇
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檎)予定者の間でバランスをとるような調整も

行われる｡ 例えば,ブレーキ工場の第一ブレー

キ掛の第一FS組立班で働いている従業員N氏

が既に指導職に到達 し,班長も務めているとし

よう｡ この人を監督職に昇進させようとする場

令,まず,第-ブレーキ工場の工場長が第-ブ

レーキ掛の主任の意見を参考 して,既に行った

査定に基づき,昇進させることが妥当かどうか

を判断した上で,製作所の人事課に提出する｡

次に,製作所の人事担当が ミーティングを開い

て,ブレーキ事業部の部長,第-ブレーキ工場

の工場長,この工場の全ての掛主任の意見を聞

き取 り,さらに,他の掛,工場,事業部までの

事情と比べて,製作所全体的なバランスをとっ

た上に,決定する｡

また,本社の人事部は毎年 2回の定期昇進

(昇格)の実施に当た り,上に述べたような昇

進 (昇格)に関する意思決定を各製作所が行う

に先立って,各製作所に対 して,各ランクに昇

檎 (昇進)する人数の枠を比率で決め,伝達す

る｡ 例えば,Y製作所に対 して,｢昭和41年入

社した従業員の中で,統括職,監督職,及び指

導職に,その期に新たに昇進する人のパーセン

テージをそれぞれⅩ%,y%,及びZ%制限し

なければならない｣ と指示する｡ Y製作所は,

この制限に基づいて,製作所内部にある各事業

部,及び各工場に対 して,枠を割 り当てなけれ

ばならない｡この上に,毎回の昇進案を以上で

述べたようなプロセスで決める｡ 各製作所が決

めた昇格についての実行案を最後に本社人事部

に提出して,本社人事部と各製作所の人事担当

が揃ってミーティングを開き,全社 レベルで調

整する｡ 特別の理由がなければ,事前に決めら

れた各工場の昇進,昇格の比率は変わらない｡

このように,Ⅹ社では,各製作所内部の調整

と全社 レベルの調整を取 り合わせて,第 1節で

述べた昇進昇格システムと第 2節で述べた複合

的な査定システムを結び付いて一つのインセン

ティブ ･システムを構成 している｡

第7号 (1994.10)

ⅠⅠⅠ 現場での技能形成

上に見たような職能的割当,ランクの階梯,

及び査定のシステムによって構成されている人

的資源管理システムは,企業内部の技能形成に

どのようなインセンティブを与えているか ?

この間題を解明するため,この節ではⅩ社の

現場で観察した技能形成の仕組みを述べる｡

既に述べたように,Ⅹ社は幅広い範囲で多角

化を行っているので,どの現場をとるかにより,

そこで観察される仕事は性質を異にする｡ しか

し,会社全体を通 じて,現場での技能形成に対

する考え方と,技能形成の方式はほぼ,同じで

あると言える｡ 私は自動車ブレーキの生産工場

に対象を絞った｡これは大別すると,機械加工

と組立の2種類の作業が中心となっている現場

である｡私はこの工場の生産ラインと保全部門

の両方を5回にわたって詳しく調査 した｡

3.1 ブレーキ生産ラインでの従業員の技能形成

Ⅹ社で生産されたブレーキは日本自動車産業

の市場シェアの8%を占めているが,その大部

分はこの工場で生産されている｡私が観察 した

のはこの工場で最も量の多い自動車メーカーM

社に提供する4種類のブレーキを生産する加工

ラインと組立ラインである｡

自動車のサービス ･ブレーキには, ドラム式

ブレーキとディスク式ブレーキの2種類がある｡

現在,この工場で生産されているのはデイス ･

クブレーキである｡ ディスク･ブレーキは鋳鉄

性の円板 (ブレーキディスク)の両面に油圧 ピ

ス トンでブレーキパ ッドを押 しつけ,ディスク

とパ ッドに生ずる摩擦によって制動力を発生さ

せる構造である｡ ディスク ･ブレーキは熱の放

散がよく,安定 した制動力を発揮する信頼性が

高いので,現在,ほとんどの乗用車に装着され

ている｡ ディスクブレーキを構成する基本的な

部品は13点あり,Ⅹ社のY製作所のブレーキ工

場では,キャリパ, トルクメンバ,及びピス ト

ンを加工 しているが,他の部品はこの工場から

の注文により,外部のサプライヤーまたは社内
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の他の工場で作 られている｡ 基本的部品のなか

で,キャリパはブレーキの本体部であり,液圧

により,ピス トンが摺動する際のシリンダの役

目をする｡ トルクメンバは車両に装着される部

分であり,ブレーキが制動するときの トルクを

受ける｡ ピス トンは液圧により,パッドを押す

部分である｡

(1) 生産プロセスの基本構成 :

基本的には図2で示 しているように,まず入

荷 した素材を,キャリパ, トルクメンバ或いは

ピス トンに加工 し,その後,これ らの部品を

メッキして,入荷された他の部品と一緒に組み

立て,出荷する｡

図 2

ロ- ○- ○
素材 加工ライン: メッキ lT 組立ライン出荷L-___________J

アルマイト

典拠 :Ⅹ社の社内資料に基づき作成

(2) 加工ラインでの技能形成

Y製作所のブレーキ工場には,ピス トン加工

ラインが 1つ, トルクメンバとキャリパの加工

ラインが4つある｡ 私は トルクメンバとキャリ

パについては,PFS#1というラインを観察 し

た｡

トルクメンバとキャリパの加工を行う他のラ

インと同じく,PFS#1ラインは,左右対称で,

図3のように, トルクメンバを加工するライン

とキャリパを加工するラインとが一つづつ組み

合わせられて 1個のラインを構成 している｡片

面のラインにおける定員は3人である｡

図3

素 材

二 二 二 二

完 成 品

典拠 :ブレーキ生産ラインに対する観察に基づき作成
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(ヨ トルクメンバのラインを構成する主な設

･備は加工順に並べると:

FIML#48--F-MD#19---FIRT#16-

1

トMD#21--F-WS#30- -F-Ds#2

1

F-KS#1- -F-MT#7- -F-RK#1

である｡

量産が進行 している際の機械操作だけについ

てみると,各作業ポジションの一つ仕事の難 し

さは,ほぼ同じレベルであり,新人が入ったら,

最初の一つの機械から一つずつ覚えさせ,一般

的に一週間以内で全ての機械についての作業が

できるようになる｡しかし,各ポジションにつ

いて要求される仕事のうち,型替えなど,変化

-の対応に要する技能と,加工対象の品質の検

査,設備の日常の保全など,異常への対応に要

する技能を完全に身につけるのは時間がかかる｡

新人が職場に入ったときから数えると,まず,

機械の一般的な操作を覚え,次に型替えの仕事

から,加工品の検査,設備の日常の保全にいた

るまでの仕事を,完全に一人前にこなすことが

できるようになるまでには,少なくとも3年間

以上かかる｡ ちなみに,型を替える時,軸 と刃

物の交換,および寸法の調整が最も重要で,高

い技能を要する作業であり,これが最も難 しい

のはトRT#16の型替えである｡

② キャリパの加工ラインを構成する主な設

備は加工順に見て,次のように並んでいる｡

F-BR#3--F-ML#49-F-MD#64

1

F-WS#31-F-MT#14-F-MD#21

トルクメンバラインと同じく,機械の操作そ

れ自体は簡単な仕事であるが,型替えといった

変化への対応,加工品と設備の異常の発見と処

理の仕事は非常に難しい｡それらの仕事をこな

すことができるようになるまでには, 3年以上

かかる｡ このラインでは,オペレータが行 う型

替え作業の中で,最 も難 しいのはF-ML#49

の型替えである｡F-BR#3の型替えは, もっ

と複雑で重要な仕事であるので,保全マンが中
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心となって行う｡

現場を見学した2回とも,現場で仕事をして

いる3人はすべて4年以上その仕事を遂行 して

いるベテランであった｡これらのベテランから

の聞き取 りによると,機械操作上の仕事にはあ

まり技術がいらないが,機械異常,不良品の発

見が最も技術を必要とされる仕事であるという

ことが裏付けられた｡新人が入ると,まず,ベ

テランの仕事を見せて,一つの機械での加工対

象の入れ替えをやらせる｡ この種の仕事は,一

般的に,一週間の間に一人前の生産量ができる

ようになる｡ しかし,型替え,加工品の検査,

設備の日常の保全,及び不良品,機械異常の発

見と原因の推理,簡単な故障の迅速な処理につ

いては,かなりの熟練技能が必要なので,一つ

の作業ポジションに要求される全ての仕事がで

きるようになり,一人前と言われるようになる

まで,約 3年から5年間ぐらいかかる｡

③ ピス トンの加工ラインは一人で構成し,

図4のように0字型である｡

完 成 品

素材典拠 :ブレーキ生産ラインに対する観察に基づ

き作成加工ラインのなかで最も難しく,大き

な責任を要求される仕事である｡ 加工した製品

をメッキラインに移して,メッキが終わったら

,ピストンの最終検査をする責任をもつ ｡ 5年

以上のベテラン以外にはやらせない｡全ての仕

事が完壁にこなせるようになるのは10年以上か

かる｡(3) メッキライン (アルマ

イト)メッキラインは二人で構成し,図5の

ようにU字型である｡ 典拠 :ブレーキ生産ラインに対する観察に基づ

き

作成機械を操作する仕事は,素人の目からみ

ても,ごく簡単な仕事である｡ 現場の班長に聞

くと,確かに,新人が入ってから,三日間から

長くとも一週間までの間に一人前の量ができる

ようになるとのことである｡ しかし,メッキに

関する条件管理の仕事は非常に重要で難しい｡

メッキ液の濃度と電流の調整,水質の管理等の

仕事には経験の蓄積が必要であり,OJTを積

んでからでないと,ほとんど仕事をこなすができ

ない｡不良品と設備の異常の発見も含めて,少

なくとち,3年以上の経験が必要で

ある｡質問に答えてくれた班長Hは,この仕

事に付いてから,もう8年になる｡ しかし,こ

の仕事の前には組立のラインに付けられていた

｡組立ラインに関する仕事とメッキラインに関

する仕事とは技術的にほとんど関係がないにも

かかわらず,なぜこのような移動を行ったかを

この掛の主任に聞いた｡主任の説明によると, 8

年前,Y製作所ではブレーキ工場の生産が拡大

され,そのとき,新たにできたメッキラインで

優秀なリーダーが必要となった｡H氏はその時

までに組立ラインで約15年働いた実績がり,当

時の工場の責任者と人事課の担当者がH氏の15

年の働きぶ りを毎回の査定を通して観察して,

仕事に速 く適応でき,リーダーの素質ももち,

非常に優秀で信頼できる人物だと判断して,メ

ッキラインの班長に指名した｡その後の8年間

の働きぶ りを自分が観察した結果でも,当時行

われた判断は間違いなかったと結論できるとい

う掛主任の説明であ

った｡(4) 組立

ラインこの工場では,自動車ブレーキの組立

ラインを4つ設けている｡ 私が見学できたのは



日本企業の内部における技能形成とインセンティブ･システム

#3,4という名称をもつ一つのラインである｡

図6で表 しているように,ラインに設けられ

た設備は左右対称で,片面の順番は次のように

並んでいる｡

図 6

素材

典拠 :ブレーキ生産ラインに対する観察に基づき作成

洗浄機-刻印機一前組付機- ピス トン

圧入機-エアーリークテスタ-油圧テスタ

(トルクメンバを付ける)- ブッシュ圧

入機-後組み付け作業工程-ボル ト締付機

-検査一完成品片面のラインについて

いる作業者は3人である｡新人が入ってから,

およそ3ヶ月で一人前の生産量ができるようにな

る｡しかし,製品の検査,設備の異常の発見

までできるようになるまでは3, 4年 ぐらいか

かる｡ 後組み付け作業工程に付いている仕事は

最 も重要で責任が必要である｡ 組立ラインにお

ける型替えの作業は,加工ラインにおける型替

え作業に比べると簡単であり,これは刃物およ

び軸の調整が要らないためである｡ しか し,そ

うは言っても,組立ラインでの作業が完了したら,製品が

出荷されるので,組立ラインに付けら

れる者の責任は非常に重いと考えられている｡

以上を纏めると,次のようになる｡ ① ライン

を構成する設備を操作 して,製品を加工する技

能は簡単なので,新人で も,大体,一週間ぐら

いたつと,獲得することができる｡②製品の型

替え,設備の管理,修繕,及び不良品の発見と

問題の解決といった変化 と異常への対応技能は

複雑で,少なくとも, 3,4年以上の経験

がないと獲得できない ｡ ③各々のラインは,

設備により,また加工対象によって,仕事の難

しさが違 う｡ 加工対象が変わると,個々の設備に要求 99される稼働時間が変わ り,個々の作

業員に要求される仕事の量 も変わる｡ 一般的に,新人

が入ったら,まず操作の仕事から学び,仕事の

量ち,難 しさもだん

だん増や してい く｡ ④ ラインでは,仕事の経験によって

,技能の熟練程度が違うため,責任 も,発言力 も

違 う｡ 班長を別にすると,各ラインについてい

る従業員の中で,ベテラン (入社後,ほぼ 5年

経ち, 4級A以上になった人のことをここで

｢ベテラン｣ という)が最 も責任が重 く,発言力が
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しかし,このような知識を持っているだけでは,

設備の修繕 と改良はで きない｡新人は会社 に

入ってか ら, 長期 間にわ たって, OJTと

Off-JTを受け,それを通 して技能を身につけ

る｡ Off-JTは従業員が主に国家資格,会社の

資格をとるために行 う短期的な座学教育である

が,技能形成の主軸はやはり,OJT,即ち,

ベテランについて,ベテランの行う作業を見な

がら,技能を身につける方法のほかにはない｡

一般的に,入社 した最初,一人の従業員は一人

のベテランにつ き,ベテランの仕事を見ながら,

助手として,道具の名前,用途から,機械の修

理手順,簡単な故障処理まで,次々に習い, 3

年ぐらい経ってから,独立 して仕事を行 うよう

になる｡ 故障についての難問があれば,班内で

ミーティングを開き,互いに討論 して,保全マ

ン全体の技能向上を図る｡

Ⅹ社の保全部門では,電気に関する保全 と機

械に関する保全 との間に分業はない,一人前の

保全マンとしては,保全に関する仕事がすべて

できなければならない｡これは現代の設備の性

質によって決められていることからである｡即

ち,設備の部品には,電気,電子部品も機械部

品も入っているので,迅速且つ正確に設備の故

障を発見 して修繕するため,電気と機械に関す

る両方の技能を身につけなければならない｡

一般的に,独立 して仕事を行 うようになって

から, 7割の仕事を独立に遂行できるようにな

るまでには,約 4年以上かかる｡私のインタ

ビューを受けて くれた班長は,保全の仕事にも

う23年間従事 してきたが,このブレーキ部門の

設備のみならず,多数の部門の設備に対する保

全を行ってきた｡

保全マ ンの もう一つの重要な仕事は,オペ

レータに対 して日常の設備保全に関する訓練を

行 うことである｡ 即ち,オペレータに保全の常

識を教え,主として通常 5感により行える設備

の状態の検査方法を教えることである｡ 手,耳,

冒,鼻等を通 して,摩耗,洩れ,異声,異温,

異感,異臭の発見に関する訓練を行 う｡

既に述べたように,オペレータは,日常の機

械操作以外に設備の修理も行っている｡ しか し,

オペレータが行 う修理 と保全マンが行 う修理は,

基本的に異なる｡ 通常の場合,もし,異常があ

れば,す ぐ機械を止めるのはオペレータが必ず

守らなければならないルールとなっている｡機

械を止めて問題を発見 し,もし,簡単な問題で

あれば,オペレータがす ぐ処理する｡ もし処理

できない問題であれば,保全マンを呼ぶ｡保全

マンを呼ぶか呼ばないかの判断は,オペレータ

の技能に深 く関わる｡ 新人なら,たいていの場

令,問題の発見能力は鈍い｡たとえ発見できて

ち,問題の難 しさは判断できない｡従って,こ

の場合,ベテランが絶対必要である｡ 異常があ

るとき,現場にいるベテランは,責任を持って

判断できる｡ 判断力に,技能の差が表れてくる｡

しか し,保全マンの中心的な仕事は設備の保

全 (保護と修繕) と改良である｡ もちろん,こ

れらの仕事はオペレータの仕事にも一部分含ま

れているが,オペレータと保全マンの間には,

根本的に違 うところがある｡ まず,オペレータ

と保全マンの仕事の対象が違う｡ オペレータは

製品を対象として作業する｡ 常に,製品の加工

の立場から設備の保護 と修繕を行っている｡ し

か し,保全マンは設備を対象として作業する｡

常に,設備の性能を保つ立場から,設備の保護

と修繕を行い,更に設備の改善も行 う｡ 従って,

オペレータはただ,異常に対 して速やかに判断

し,生産ラインの効率性を落とさないため,自

分が修理できる場合には,自分で設備を修繕す

るが,できなければ保全マンに任せ,修繕 して

もらう｡ さらに,保全マンは設備の修繕のみな

らず,設備の改良も行 う｡

3.3 設備開発部門のブルーカラー従業員

Y製作所のブレーキ工場の組織図で,いわゆ

る保全部門のブルーカラーの従業員がどういう

組織に所属 しているかを見ると,設備課という

名称の部門組織が設けられていることがわかる｡

この設備課の内部の組織構造は図 7の通 りであ

る｡
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図 7

開 発 掛

(54)

生産技術掛

(47)

設備課

(102)

辛 第-開発

班第二開発

班第三開発

班工 具

珪第-保全

班第二保全

珪第三保全

班改 善

班典所 :社内資料に基づき作成｡

設備課に属する二つの掛のうち,開発掛の

主な仕事は,ブレーキ工場の生産ラインのために

,技術者が開発した新設設備を製作,施工 し,

調塞,試運転を行い,ラインの配置の合理化,

オペレータの作業動作の効率化等,生産現場の

生産性を高めるあらゆる種類の開発業務を行う

ことである｡ 他方,設備の修理は生産技術掛の

なかの3つの保全班に委ねられている｡ また,

坐産技術掛のなかの工具班は刃物の研磨,プ

リセット及び刃物交換の仕事を行う｡ 同じ掛の

なかの改善班は主に,作業の改善,省エネルギ

改善,新設設備の立ち合いテス ト等の仕事を行う

｡前に保全マンの技能形成のプロセスを説明

したが,それは,実は,生産技術掛に属する保

全部門が行う作業に関するものであった｡開発

掛に属しているブルーカラー従業員の技能形成

はどのように行われているかということは,非

常に興味深い課題であるが,この論文作成の過

程では,研究できなかった｡

3.4 ブルーカラー従業員の技能形成に関す

る一般

化第 1節で行った生産ラインのオペレータの

技能形成に関する観察と第 2節で行った保全部

門の保全マンの技能形成に関する観察の結果を

纏めると,個々のブルーカラー従業員の技能形

成の過程は,次の3段階から構成されると見る

べきであるという結論が導かれる

｡(1) 基本的技能を獲得させる段

階これは,従業員が入社 したあと,いずれかの 10

1職場に付けられた最初の段階で獲得 しなけれ

ばならない技能である｡このカテゴリーに属す

る技能の特徴は,既に,ルーチン化されていて

,ほとんどの従業員が短期的に身につけること

ができることである｡ この段階では,各従業員

の技能のレベルは容易に観察される｡ この仕事

は生産ラインでは,明確に観察できる｡ さらに

,保全部門でも,道具の使い方,設備の検査,

修理の手順等に関する基本的技能はルーチン化

されていて,ほとんどの従業員が短期間の内獲

得することができる｡ これからさき,私はこの

カテゴリーに入る技能を ｢基本的技能｣とよぶ

ことにする

｡(2) 統合的技能を獲得させる段

階最初に,生産ラインにおいても,この工場

では常に同じ製品を生産しているのではないこ

とに注意 してお くべきである｡ 私が見学 した

ブレーキの生産ラインでは,自動車メーカーM

社に納入する4種類のブレーキを毎日生産 して

いる｡ 既に開発されたブレーキについても,4

種類のブレーキのそれぞれ比較的小さなロット

で生産されそのため,しばしば設備の型替えが

要求される｡ さらに,より長期間を見ると,自

動車メーカーが新 しい車のモデルを開発するた

びに新 しいモデルのブレーキの開発が行われる

｡これらの変化に適応する技能が従業員には要

求されている｡ さらに,設備は常に順調に動 く

とは限らない｡故障や,不良品の発生などが

,時々おこる｡ オペレータは迅速に故障を発見し

,不良品発生の原因を推理し,できれば自分で

速やかに処理する技能を要求される｡ また,保

全部門では,発生することの多い簡単な故障を

迅速に処理するのみならず,あまり起きない故

障も速やかに判断し,且つ処理する技能も要求

されている｡ これらの故障を処理するには,も

ちろん,一定の理論的知識が必要であるが,最

も必要なのは,経験を積み重ねることを通 じて

獲得 した電気と機械に関する総合的な技能である

｡要するに,生産ラインでも,保全部門でも

,従業員が一人前とみなされるには,いま述べ

たような変化と異常に適応する技能を身につける
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ことが必要な前提になっているし,また,この

種の技能は企業の生産性にとって非常に重要で

ある｡ 私はこのような技能を ｢統合的技能｣と

よぶことにする｡

(3) 組織的技能を獲得させる段階

現代的な大規模の生産において,個人個人の

技能より,現場組織が全体として発揮する技能

がもっと重要であることは誰でも認めざるを得

ない｡Ⅹ社の場合,上にのべた基本的技能と統

合的な技能の両方を獲得 したと認められる従業

員には,下級者に対する指導と監督,さらに現

場のそれぞれの単位組織全体を統括する仕事を

委ねる｡ このような仕事は誰でもできるわけで

はない｡前に述べたように,個々の従業員が会

社に入ってきた最初の段階で,他の従業員とう

まく協調 して仕事を遂行する意欲については,

査定を行う際の重要な基準として位置づけ,従

業員が協調性を身につけるよう動機づけている

が,しかし,従業員のキャリアのもっと後の段

階になると,下級者を指導したり,監督したり,

更に,現場組織を統括する能力を持っていると

みなされるかどうかが,従業員が受ける査定と

昇進昇格に大きな影響を与えるようになる｡ 私

は,いま述べた技能を ｢組織的技能｣と呼び,

他の種類の技能と区別することにする｡

Ⅹ社では,ブルーカラーの従業員が入社する

と基本的技能,統合的技能,および組織的技能

を,この順序に,漸進的に獲得させていく方針

をとっている｡これまでみてきたⅩ社の査定と

昇進昇格管理の仕組みは,このような方針を実

現するためのインセンティブシステムだと考え

れば,よく理解できるものとなる｡

ⅠⅤ 従業員のキャリア ･パス

これまでのところで,Ⅹ社で実施されている

査定のシステムと昇進昇格のシステムを,従業

員の技能を形成するためのシステムと統合的に

説明したが,このようなシステムの下で,Ⅹ社

のブルーカラー従業員は,あるコーホー トを全

体として見た時,どのようなキャリア ･パスを

辿っているであろうか ?

この章で,人事資料を依拠 して,まず,ある

コーホー ト全体の中で生じた従業員の昇進昇格

のスピー ドの分化を詳 しく調べ,次に,若干の

個別事例について,従業員の(1)職能的割当とい

う面でみたキャリア軌跡,と(2)ランクの階梯に

そっての昇進昇格の軌跡とがどのように結び付

いているかを検討する｡

4.1 X社の昇進昇格スピードについての慣行

図 1に示されている7つ (4級Aと4級B,

6級Aと6級B,及び7級A, 7級Bと7級C

をそれぞれ別の級とみなすと全部で11級)の職

級は,実は,表 1に示 しているように,さらに

細分化されている｡ 表 1の中に,ブルーカラー

従業員が,細分化されたランクの一つから,す

ぐ上の細分化されたランクに昇格するまでに,

下のランクに留まなければならない最短期間も

示 しておいた｡ただ,従業員は,表 1に示され

ている細分化されたランクを沿って,一つづつ

左から右へ進んで行 くとは決まっていない｡

表 1 Ⅹ社の従業員の職級ランクの細分表

職級 職 級 内 細 分Ⅰ Ⅲ Ⅲ

Ⅳ Ⅴ7級 C 6ケ月 1年半
2年 2年 2年B 6ケ月 1年半 2年 2年 2年

A 6ケ月 1年半 2年 2年

2年6 B 6ケ月 1年半 2

年 2年 2年級 A 6ケ月

1年半 1年半 2年 2年5級 6ケ月 1年半 2年 2年

2年4 B 6ケ月 1年半
2年 2年 2年級 -A 6ケ月

6ケ月 1年 6ケ月3級 3ケ月 9ケ月 1年 6

ケ月2級 3ケ月 6ケ月 6ケ

月1級 1年注 :表の中の

期間は従業員がその職級に留まる最短期間

である｡一般的に,4級B-Ⅱに昇格すると
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らには4級のどこかで留まる人も出てくる｡ 従

業員が入社 してから,指導職になるまでには,

少なくとも8.5年以上かかる｡ 指導職から監督

職に昇進するまでには,7.5年以上かかる｡ さ

らに,監督職から統括職に上るまでには,5･5

年以上かかる｡

4.2従業員の昇進昇格のスピード分化

ここで分析の対象とするのはⅩ社のY製作所

に1966年 4月に同期入社 し,1993年 3月まで27

年間連続 して働いてきた同学歴 (高校卒)の23

名のブルーカラーの従業員である｡

キャリア ･ツリーによって,従業員の昇進昇

格のスピー ド分化を分析する手法を初めて採用

したのはアメリカの Rosenbaum (1979)であ

る｡ 日本では花田が,一連の研究において,こ

の手法を使った (花田 (1987))｡

この23名の従業員に関する人事資料に基づい

てキャリア ･ツリーを作成 してみると,図 8の

ようになる｡ この図に表されている事実を以下

にまとめてみよう｡

(1)23名の従業員は,入社 した直後,様々な

職場に配置され,その中の22名は3.5年後に,

全員同時に3級-Ⅳに昇格された｡ (ただ し,

3級-Ⅳというランクは図に示されていない｡)

もう1人については後で述べる｡

(2) この22名の従業員が4級A-Ⅰに昇格す

るとき,初めて昇格スピー ドの差が生 じた｡22

名は4つの組に分かれ,各組の間に半年づつの

差が付いた｡全体の平均昇格スピー ド (単純平

均)は5.75年である｡ 最 も早い組に入った人々

は入社 してから5年後に昇格,以下5.5年後,

6年後,6.5年後 となる｡ これをベースにして,

指導職への昇進にもスピー ドの差がついた｡

(3)Ⅹ社では一つの職分から上の職分に上る

ことを昇進といっている｡ 従って,最初の昇進

は,指導職に上るところで起 こる｡22名の従業

員は,指導職-の昇進スピー ドでみると, 5組

に分かれた｡最 も速 く指導職に昇進 した組は入

社 してか ら8.5年で昇進 した｡最 も遅い組 は

13.5年であ り,この組にはいる人は1人しかい
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図8 Y製作所のブルーカラーのキャリア･ツリー

(1966.4-1993.3)

4A-1 指導職 監督職 統括職

2各レベルに留ま

った者 4 10 9凡例 :,aⅧ t:

従業員が入社してから､このランクに到達するまでの勤続期間 ;

a:その経路を通って左側からこのランクに到達 した従業

員の数 ;b二入社後 t年かかって､このラ
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ない｡全体の平均スピードは約10年である｡ し

かし,22人のうち20人が10年未満で昇進してお

り,全体の90%が平均スピー ドより速い｡その

うち,最も速い組は8人であり,この中の4人

が,4級A- Ⅰに昇格する時も,最も速い組に

入っていたが,他の4人はその時,2番目の組

に入っていた人達である｡ 逆に,4A- Ⅰに昇

格するとき最も速かった組の中の1人が,指導

職に昇進するとき, 2番目の組に落ちた｡他の

ランク-の昇進の際にもキャリア ･ツリーに措

かれているように,追い付いたり,落ち込んだ

りするケースが少なくない｡

(4)指導職から監督職に昇進するまでの間に

は,同じ5級という職級の中に,5つの細分化

されたランクが設けられている｡ 監督職になる

ためには, 6級A- Ⅰに昇格 しなければならな

い｡監督職に昇進するとき,スピー ドの分化は

かなり著しくなった｡最も速い組は2人であり

16.5年かかった｡最 も遅い組は2人であ り,

22.5年目に監督職に昇進した｡平均スピー ドは

19.85年である｡ 他面,23人のうち,まだ4人

が指導職に留まったままである｡

(5)監督職から統括職までの間には,6級A

のなかの5つの細分化されたランク,6級Bの

中の5つの細分化されたランクがある｡ 統括職

に昇進すれば,職級は7級A- Ⅰになる｡23名

の従業員の中で,現在,統括職に到達した従業

員は9人であり,この9人は,統括職に到達し

たスピー ドで見ると, 5組に分けられる｡ 最も

速い組は22年で統括職に到達した4人である｡

そのうち2人は,入社してから,ずっと最も速

い組に入っている｡ 他の2人は,監督職に昇進

する時2番目の組に入っていて,その後で追い

ついてきたのである｡ 統括職に到達した9人の

全体の平均スピー ドは23.5年,最 も遅い組は

26.5年である｡ 他面,9人が現在まだ監督職に

留まっている｡

(6) キャリア ･ツリーの中の点線で表してい

る経路は,特別な性質を持つ従業員Y氏のキャ

リアを表 している｡ Y氏は会社に入ってから,

まず,特殊線事業部に配置された｡最初の2年
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半の間,造塊の職務を遂行 し,他の従業員と同

じく,2級- Ⅱまで昇進したが,その後,電気

炉掛の電気炉班に配置転換された｡この職場の

｢職務明細書｣を見ればわかることであるが,

その職務の性質は高温の環境においてハー ドな

仕事を遂行するものなので,総合的な評価点数

が高 くなっている｡ それに対応 して,職級 も高

いので,この職能的割当について仕事に慣れる

と,すぐ4A- Ⅲに昇格することができる｡ そ

こで,図8に示されているように,Y氏は入社

後 3年で4A- Ⅰに昇格した｡しかし,Y氏は

この職場に配置転換されてから10.5年後に,ブ

レーキ事業部のブレーキ工場に再び配置転換さ

れた｡その当時,Y氏のランクは4級B- Ⅱで

あったが,同期入社の他の22名の従業員を見る

と,最も昇進昇格スピー ドの遅い者でも,既に

5級-Ⅲに到達していた｡即ち,Y氏は他の従

, 業員と比べて,6つの細分化されたランクの差

がある｡ その原因を人事課の担当者に聞くと,

｢主な原因は恐らく,Y氏が電気炉の仕事に向

いていなかったことである｡ だからこそ,ブ

レーキの仕事に移動させた｣｡それにも関わら

ず,年功を理由として,Y氏をブレーキ工場に

移動させた2年後に,Y氏を指導職に昇進させ

ている｡

この23名の従業員の27年にわたる昇進の軌跡

を全体として見ると,三つのグループを識別す

ることができる｡ スピー ドの最も速いグループ

は 9人で,現在,統括職に到達 している｡ ス

ピー ドの平均的グループは10人で,現在,監督

職に到達している｡ スピー ドの遅いグループは

4人で,現在指導職にとどまっている｡

昇進スピー ドが最も速いグループの9人の内,

8人は,指導職になる段階で,既に最も速いグ

ループに入るか,その次の速いグループに入っ

ていた｡監督職に昇進する時も最も速い3つの

組に入 り,入社18年後に,既に監督職になった｡

この8人と比べて,もう1人は指導職に昇進す

るのが9.5年後で,監督職に昇進するのが21年

後であり,かなり遅れてきたが,統括職に昇進

する時,他の19.5年組,20年組,20.5年組を越
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えて,現在,統括職に到達している｡ 逆に,描

導職に昇進するとき最も速い組に入っていた 1

人は,現在,監督職に到達している人々の中の

最も遅い組に入っている｡

この23名の従業員の昇進昇格スピー ドの分化

に関する傾向を,さらに図9で示 してみた｡図

9は23名の従業員が27年間のあいだに経験 した

全ての昇格昇進を表している軌跡図である｡ 図

9を観察してみると,入社後 3年目に4級Aに

上がっている従業員がいるが,これは前に触れ

たY氏である｡ Y氏以外の22名についてみると,

はじめて昇格スピー ドの分化が起こるのは,入

社 5年後である｡ 入社 5年目からの10年間は,

互いに追い付いたり,落ち込んだりし,15年目

のところでは,ほぼ同じ職級にちかづいて,全

員が指導職に到達していた｡しかし,16年目以

降の昇格スピー ドの分化は非常に著しくなり,

C

B

A

7

7

7

6B

6A

職 5

級 4B

4A

3

2

1
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結局,前に述べた3つのグループに分かれた｡

他方,この23名の従業員の今までの昇進昇格

の結果からみれば,その中の19名は平均スピー

ド以上であり,全体の83%は,既に監督職に昇

進させられている｡ 図8と図9はⅩ社Y製作所

の23名の従業員の人事資料によって作った図で

あるが,私はこの人事資料以外に,もう一組の

人事資料もみることができた｡それは,1967年

に同期入社して,26年間この製作所で働いてき

た39名の同学歴 (高校卒)の従業員に関する人

事資料である｡ このコーホー トのうち,現在,

すでに監督職に昇進しているのは33名であり,

全体の85%を占める｡ 従って,以上 2組のコー

ホー トに関するデータから判断すると,Ⅹ社は

同期入社の従業員の大部分を,能力や適性によ

ほどの問題がない限り,監督職に昇進させる方

針をとってきたと言ってもよいであろう｡

0 3 6 9 12 15 18 21 24 2

7勤続年

数典拠 :Ⅹ社の人事データに基づき作成

以上の事実から,1966年以後入社 した従業

員が1966年に入社 した従業員を追い越すこ

とは何例もあったことが推測できる｡ しかし,人

事課の担当者からの聞き取 りに

よると,後の年次で入社 した従業員の中で最も

昇進昇格速度の速い人々が前の年次で入社した従業員の中で最も速 い人々を追い越すことは,

Ⅹ社では一度も起こらなかったということであ
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同期入社組の間で査定により昇進昇格のスピー

ドが分化 していることを見落とすべきではない｡

4.3 従業員の職能的割当の移動

この節では,上の節で見たコーホー トに属す

る個々のケースをいくつか見ることを通して,

昇進昇格のスピードと職能的割当の移動との関

係を調べることにする｡

まず,昇進昇格のスピー ドの最も速いグルー

プに入っているH氏のキャリア ･パスを調べよ

う｡

H氏は入社 したあと,まず,ブレーキ事業部

のブレーキ工場の生産技術掛に配置され,指導

職に昇進するまで8年間半のあいだ,治工具の

仕事を担当した｡指導職に昇進して半年後にブ

レーキ工場の管理掛に移動し,さらにその半年

後に生産ラインに入って,加工ラインの班長に

選抜された｡加工ラインの班長を務めてから6

年半後に,パ ッド工場の仕上げ班の班長になっ

た｡その 1年後に監督職に昇進して,さらにそ

の1.5年後に,パッド工場の掛主任代理に選抜

され,班長も兼務 した｡入社 してから23年日に

統括職に昇進した｡さらにその半年後に,掛主

任になった｡現在までに,2つの掛の主任を務

めてきた｡これを纏めると,H氏は,入社後27

年間の間に次のようなキャリア ･パスを辿って

きたと表すことができる｡

((1級,治工具作業(1年)),(2級,治工具

作業(1.5年)),(3級,治工具作業(2.5年)),

(4級,治工具作業(3.5年)), (指導職,ブ

レーキ加工 ライン班長(7.5年)),(指導職,

パッド仕上班長(1年)),(監督職,パッド仕

上げ班長(3.5年)),(監督職,パ ッド掛主任

代理兼仕上げ班長(0.5年)),(監督職,パッ

ド掛主任代理(2年)),(統括職,パ ッド掛主

任(4年)))｡

昇進昇格のスピー ドの平均的なグループに

入っているQ氏のキャリア ･パスを同じ仕方で

表すと,次のようになる｡

((1級,ブレーキ工場の実験作業(1年)),

(2級,ブレーキ工場の試験作業(1.5年)),

(3級,ブレーキ工場の試験作業(3年)),

(4級,ブレーキ工場の試験作業(3年)),

(指導職,ブレーキ工場の実験作業(1年)),

(指導職,パッド試験班長(6年)),(指導職,

バルブ実験法長く4年)),(監督職,バルブ実

験班長(1年)),(監督職,制動システム班長

(5.5年)),(監督職,実験掛班長(0.5年)),

(監督職,実験掛主任代理(0.5年)))｡

さらに,昇進昇格スピー ドの遅いグループに

入っているY氏のキャリア ･パスは次のように

なる｡

((1級,特殊線工場の造塊作業(1年)),(2

級,特殊線工場の造塊作業(1.5年)),(3級,

製鋼圧延工場の電気炉作業(0.5年)),(4級,

製鋼工場の電気炉作業(9年)), (4級,ブ

レーキ工場の加工作業(2.5年)),(指導職,

ブレーキ工場の加工作業(8.5年)),(指導職,

ブレーキ工場のバルブ加工作業(4年)),(指

導職,ブレーキ工場の制動システム掛の作業

(1993年現在)))｡

ちなみに,以上の3人の場合,こまかく言え

ば,数十のポジションを移動 してきたというこ

とで,上記は大まかな概括にすぎない｡

以上の例からも観察できるように,一つの事

業部門の内部での移動は,関連のある職能的割

当の間の移動であるので,従業員の技能形成に

役立ち,従って,また昇進にも役立っているが,

事業部門の境界を越えて移動する場合は,技能

形成にプラスの影響はあまり与えられず,した

がって,また昇進にもあまり役立っていないと

推断してもよいであろう｡

む す び

上の三つの章で提示した調査の結果から,ど

のような結論が引き出せるであろうか｡最初に,

浅沼 (1994)で報告されている事実発見のうち,

どの部分がⅩ社での共通して兄いだされるか,

またどの部分がⅩ社には当てはまらないかを考

察することにしよう｡

(1)浅沼 (1994)が観察している自動車メー

カーA社では,ランクの階梯は,会社の仝従業
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員に適用される一元的な ｢職能資格システム｣

という形をとっていて,それはブルーカラー従

業員にもホワイトカラー従業員にも適用される｡

しかし,Ⅹ社では,ランクの階梯は,｢職分｣

の階梯と ｢職級｣の階梯 という二重構造を持っ

ている｡ ブルーカラー従業員の場合では,職分

の階梯と職級の階梯の間には対応関係があるが,

職級の階梯は,7段階からなる職分の階梯の中

間にある管理補という段階以下に対してしか存

在 しない｡他面,職級の階梯は,図1では11段

階を持つものとして書かれているが,実は表一

に示 したように,各段階がさらにいくつかに細

分化され,全体として見ると,47個にものほど

多数のランクから構成 されている｡ ブルーカ

ラー従業員とホワイトカラー従業員に別々のラ

ンクの 階梯 が作 られ て い る例 は,Koike

(1991b)が調査 した自動車メーカーにも見ら

れる｡ A社のようなシステムとⅩ社のようなシ

ステムとの違いが生じた歴史的経緯や,それぞ

れの優劣の比較は,興味深い今後の課題である｡

(2) 通常,日本の人的資源管理システムは,

入社後15年ほどたったあとで,はじめて同期入

社組の間に昇進速度に差が生じる ｢遅い昇進｣

によって特徴づけられてきたが,浅沼 (1994).

は,それはホワイトカラー従業員について見ら

れる慣行であり,ブルーカラー従業員について

は,少なくともA社では,もっと早くから差が

ついていることを示した｡Ⅹ社でも,入社後 4

年ないし5年たつと差が生じていることは,A

社と同様である｡ しかし,この論文では,特定

のコーホー ト全体に関する時系列データを利用

できたので,それ以上のことを明らかにするこ

とができた｡即ち,Ⅹ社では,入社後4年ない

し5年たつと昇進速度に差が生 じるのであるが,

入社後15年目くらいまでの間は,遅かった者が

追い付いたり,早かった者が落ち込んだりする

ことが起こり,その結果,15年目のところで見

ると,速度の分化は,それほど著しくない｡し

かし,15年目から後になると,速度の上でも,

到達したランクの上でも,かなりの差が生じる｡

(3) ランクを上に上がるほど,前に担当して
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いた職能的割当と関連性を持ち,さらにもっと

技能を要 し責任も高い任務を含むような職能的

割当につけられることは,浅沼 (1994)が報告

していた通 りである｡ ただ浅沼は,A社につい

て,生産ラインと保全部門の間を往復 しながら

ランクの階梯を上昇していくようなキャリアが

見られることを報告していたが,Ⅹ社では,煤

全部門から生産ライン-移動するキャリアの例

はあっても,逆方向の移動の例は観察されな

かった｡(会社全体 としては,たまにあるとい

うことであったが,人事資料を利用できた23人

の中にはなかった｡)

(4)私が行った調査の一つの特徴は,生産ラ

インとともに保全部門についても,技能形成の

システムと昇進管理のシステムを調べたことで

ある｡ これは,小池の調査にも,浅沼の調査に

もなかった特徴である｡ この結果,生産ライン

にも保全部門にも当てはまる一般的な枠組とし

て,私は,技能形成のプロせスを,｢基本的技

能｣を獲得させる段階,｢統合的技能｣を獲得

させる段階,及び ｢組織的技能｣を獲得させる

段階という順序で進むものとして把握すること

を提唱 した｡小池が作 りだしたのは,技能を

｢まったくの繰 り返 し作業｣に関する技能と,

｢変化 と異常への対応｣に関する技能との二つ

に区分する枠組である｡｢変化と異常-の対応｣

に関する技能を ｢統合的技能｣ と ｢組織的技

能｣に細分化 している点が,私の枠組の新しい

点である｡ このように技能形成の過程をとらえ

ることによって,Ⅹ社の査定 ･昇進管理のシス

テムとブルーカラー従業員の技能形成との関係

がよく理解でき,査定と昇進管理のシステムを

技能形成のインセンティブ ･システムとして把

握することが可能になるであろう｡

Ⅹ社の他の事業部門や,他の産業に属する他

の会社に調査対象を広げることを次の課題とし

たい｡

* この論文は筆者が浅沼寓里教授の指導の下に

作成し,1994年 1月に京都大学大学院経済学研

究科に提出した修士論文にもとづくものである｡

聞き取り調査にしんぼう強く協力して下さった
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Ⅹ社 (事例研究の結果を公表するさいの通例に

したがい,匿名にした)の方々に深く感謝する｡

また有益なコメントを下さった伊藤秀史先生,

久本憲夫先生および関西労働経済研究会の諸先

生に深く感謝する｡
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技能練度明細書

(整理番号 )

第二ブレーキ工場 記述
調 査第123ブレーキ掛 責任者
年月RJ1吏職級 職 務

概 要 Ⅱ Ⅲ Ⅳ4Bii ブレーキ組立職 (D)班長の指示の下,班内に於いて下 1.組立作業に於ける設備の構造 1.組立作業に於ける設備の構

1.組立作業に於ける設備の構記の作業を行 う 及び調整方法,各部品の用途 造及び調整方

法,各部品の 造及び調整方法,各部品の1.各種ディスクブレーキの洗浄, を理解 し当該職務内容を充分 用途
を理解 し当該職務内容 用途を理解 し当該職務内容テス ト,検査作業 に遂行出来る

を確実且つ迅速に遂行出来 を一段 と確実且つ迅速に出2.部品の投入及

び製品の運搬作 2_異常発生時に於ける原因把握 るo 来る莱 と処理及び具体的対
策が充分 2.異常発生に於ける原因把握 2.異常発生に於ける原因把握3.部品治具等全般的な

段取 り作 に立てられる と処理及び具体的対策が確 と処置及び具体的対策が総業及び管理チェック作業
3.各作業の責任者 として下級職 実且つ迅速に立てられる 合的判断の下に確実且つ迅4

.班内設備の保守点検作業 の指揮指導が出来る 3.各作業の責任者 として下級 速に立てられる5.下級職の技能指導6.班長業務の代行 職の指揮指導が優れて
いる 3.各作業の責任者 とし

て下級職の指揮指導が,一段 と
優れている 1.組立

作業に於ける設備の構造及び調

整方法,各部品の用意理解 し
当該職務内容を極めて確実且
つ迅速に出来る2.異常発生に於 ける原因把握 と

処理及び具体的対策が総合的

判断の下に

極めて確実且つ迅速に立てられる3.各作業の責任者 として下級職の指揮指導が,著 しく優れている4A ブレーキ組立職 (C)班長及び上級職の指示指導の下に 1.組立設備の構
造及び調整方法, 1.組立設備の構造及び調整方 1.組立設備の構造及び調整万 1.組立設備の構造及び調整方法,ライン内で下記の

作業を行 う 各部品の用途を理解 し当該職 法,各部品の用途を理解 し 法,各部品の用途を一段 と 各部品の用途を理解 し当該職1.各種ディスクブレーキの洗浄, 務内容を充分遂行出来る 当該職務内容を確実且つ迅 確実且つ迅速に出来る
務内容を極めて確実且つ迅速テス ト,検査作業 2.異常発生時に対する原因把握 速に遂行出来る 2.異常発生に於ける原因把握 に出来

る2.部品の投入及び製品の運搬作業 と処置が充分出来る 2.異常発生に於ける原因把握 と処置が一段 と確実且つ迅 2.異
常発生に於ける原因把握 と3.部品治具等全般的な段取 り作 3.ライン内

の下級職の指導が出 と処置が確実且つ迅速に出 速に出来る 処置が極めて確実且つ迅速に業及び管理チェック作業 来る 来る 3.ライン内の下級職の指導が

出来る4.班内設備の保守点検作業 3.ライン内の下級職の指導が 一段 と優れている 3.ライン内の下級職の指導が著5.下級職の技能指

導 優れている しく優れている3 ブレーキ組立職 (B)珪長又は上級職の指示指導の下に 当該職務内容を理解 し充分遂行出 当該職務内容を理解 し確実且つ 当該職務内容を理解 し一段 と確ライン内で下記の作業

を行う1.各種ディスクブレーキの洗浄,テス ト,検査作業2.部品の投入及び製品の運搬作業3.簡単な段取 り及び部品のチェック4.簡単な機器の保守点検作業 来る 迅速に出来る 実且つ迅速に遂行出来る2 ブレーキ組織職 (A)班長又は上級職の具体的指示指導の
下にライン内で下記の作業を行う

1
.
各種ディスク
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職 務 明 細 書コー ド番号 C職 務 等 級 4A職 務 名 ブレーキ組立職所 属 第二ブレーキ工場123ブレーキ掛 調査期 日 93-07-31 NO 要 素 摘 記 内 容

級 点1 知 識 品種別製品規格の熟知 と図面の理解が要る班内設備の一般的知識が要求さ

れる 4 312 習 執 3年程度の経

験を必要 とする 4 313 判 断 内容は稽複雑であるが重点に概ね標準化された仕事を段取 りし

作業する○容認されて 3.5 13同職務人員 調査担当採 点 153.625職務の概要班長及び上級職の指示指導の下にライン内で下記の作業を行 う1.各種ディスクブレーキの洗浄,組立,テス ト,最終検査作業2.部品の投入及び製品の運搬作業3.部品,治具等全般的な段取 り作業及び管理チェック作業4.班内設備の保守点検作業5.下級職の技能指導

いる範囲での決定処置が連続的にあ

る4 心的緊張 Dに同じ 3

.5 135 肉体負荷 Dに同

じ 3 10.56 災害危険

Dに同じ 2 3.6257 作業環境 Dに同じ 2.

5 4.58 業務責任 担当部署については段取 り

から一貫 した過 3.5 26使用する帳票類 程が含まれる○設備機械の保全品質維持に各種 (管理図,調査票,報告書,図面,提案書,標準書,手順書,基準書,説明書,組立シー ト),ロット管理台帳使用する機械器具洗浄機,パイプシー ト圧入機,ピス トン圧入機,エアリークテスター, ついて一応のカギを握 り

失敗すると影響大9 指導責任 下級職の指導をおこなう 3 21備 考 ∠ゝ 153.625油圧テスター,ブッシュ圧入機,刻印機,エアーレンチ, トルクレンチ引き摺 りテスター, ドンスター,ハンドリフト,電動台車,空調機,真空ポンプ,自動締付機使用す


